






[要約]

神奈州県における新生児マス・スクリーニング事業は,県と二政令市が歩調を合わせ,県医

師会に事業の実施を委ねる事により,行政区分に捕らわれる事なく,統一された方法で推進

されている。県医師会は,事業推進の中枢的役割を果たさせる組織として先天性代謝異常

対策委員会を設置し,事業の企画運営方針の決定などに当たらせ,さらにその傘下には 3研

究班を置く事により,実質的活動も行える仕組みを作っている。このことにより,県全域に

おけるマス・スクリーニング事業は一体的に進められ,さらには,採血体制/検査体制/医療

体制/追跡体制などの円滑な連携が可能であり,また,情報の伝達'収集,特に陽性児の追跡

調査には効率的な体制にあり,実効をあげている。


